
電話相談窓口
月～金曜日：午前8時30分～午後8時
土 日 祝 日：午前8時30分～午後6時

月～金曜日：午前8時30分～午後8時（祝日を除く）
※毎週水・金曜日午後1時～5時は弁護士による電話法律相談を
　実施

被災者住宅相談窓口専用ダイヤル
月～金曜日：午前9時～午後5時（祝日を除く）

県庁避難者支援課
または　避難元（先）の自治体
月～金曜日：午前8時30分～午後5時15分（祝日を除く）

0120（988）359
フリーダイヤル

024（523）1501

024（521）7698

024（523）4157

0120（899）721
フリーダイヤル

024（521）7017

放射線に関する
問い合わせ

原子力損害賠償などに
関する問い合わせ

県内の応急仮設住宅など
への入居及び被災住宅の
改修に関すること

県外に避難した人の相談

県政に関する相談窓口

原子力災害

生　活

その他
県庁県民広聴室　県政相談コーナー
月～金曜日：午前9時～正午、午後1時～午後4時（祝日を除く）
このほか各地方振興局にも県政相談コーナーがあります。

主な震災関連相談窓口一覧

☎

☎

☎

☎

【全県民】
 （自記式質問票）

県民健康管理調査は、大きく分けて　　　　　と　　　　　があります。
　　　　　　は、震災後４ヶ月間（放射線の空間線量が最も高かった時期）の外部被ばく線量を推計
するもので、その結果を一人一人にお知らせするとともに、今後、長期にわたる健康管理の基礎となる
ものです。
　　　　　　は、健康状態を確認するもので、（1）甲状腺検査、（2）健康診査、（3）こころの健康度・
生活習慣に関する調査、（4）妊産婦に関する調査、の４つの調査を実施しています。
　また、各種調査の結果はデータベースに蓄積して、県民の皆さんの健康管理に役立てていきます。

県民健康管理調査について

県民健康管理調査はどんなことをしているの？

わかる県政わかる県政わかる県政
ののの

　県では、東日本大震災や原子力発電所の事故により、多くの県民の皆さんが健康
に不安を抱えている状況を踏まえ、長期にわたり県民の皆さんの健康を見守り、将
来にわたる健康増進につなげていくため「県民健康管理調査」を実施しています。
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基本調査
基本調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

甲状腺検査

健 康 診 査

こころの健康度・生活
習慣に関する調査
妊産婦に関する

調査

基本調査

どのようなスケジュールで行っているの？
県では、次のようなスケジュールで県民の皆さんの健康を長く見守っていきます。

平成23～25年度 先行検査（現状確認のための検査）
【震災時18歳以下　36万人】

【避難区域等住民　20万人】 
（質問紙等調査）

【震災時妊産婦】
（質問紙調査）

【震災後妊産婦】
（質問紙調査）

※追跡調査の実施を検討

【避難区域等住民　20万人】 白血球分画等の検査も実施
 （検査区分：就学前乳幼児・小学生～中学生・高校生～成人）

【避難区域等以外 住民】 既存制度の健診（学校検診、職場健診、特定健診など）の受診を勧奨
  これまでは健診受診機会がなかった方（19～39歳：19万人）に対して、受診機会の付与

平成26年度 ～ 本格検査
※対象者が20歳までは2年ごと、20歳以降は5年ごとに検査を継続

実施年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度以降も継続

※追跡調査の実施を検討

※特定健診も活用して実施

データベース（長期にわたる健康管理に活用）
運 用構 築

県立医科大学県民健康管理調査事務局　☎024-549-5130 （土日祝日を除く 9:00～17:00）お問い合わせ先

読者からのお便り
ふくしまから はじめよう。

ゆめだより・10 月号 「ふくしまの今」の人物紹介があたたかさが伝わってきて良い。（会津若松市 50 代女性）09


